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挨拶で笑顔あふれる学校に 
校長 大森 和彦  

新緑がまぶしい季節になりました。校庭の木々も青々と茂り始めています。 

新しい学年、学級になって１か月がたとうとしています。それぞれの学級では、さっそく

新しい教科書を開いて学習をしたり、新しい係を決めて活動したりしています。１年生も給

食が始まり、頑張って自分たちで配膳をしています。５月に入り、５時間授業になります。 

朝、正門の前や交差点に立って登校してくる子供たちの様子を見守りながら、「おはよう

ございます」と挨拶をしています。八栄小学校に着任してからできるだけ続けています。今

では、多くの子供たちが、挨拶で応えてくれます。中には、私が言うよりも先に挨拶をする

子もいます。子供たちの挨拶が、私自身にとって朝から元気になるエネルギーになっていま

す。学校全体のめあてとして、１年間を通して「笑顔でかわそう 元気なあいさつ」に取り

組んでいます。挨拶は、コミュニケーションの第一歩と考えています。八栄小学校の子供た

ちが、笑顔で挨拶をかわせるようになれば、今年度のスローガン｢やさしく かしこく た

くましく 笑顔あふれる八栄小学校｣に一歩近づくことができます。１年間、子供たちへの

挨拶を続けていこうと思っています。 

また、スクールガードの方々は、雨の日も、風の強い日も朝早くから立って、子供たちの

安全を守ってくださっています。また、「おはようございます」と挨拶の声をかけていただ

いています。そのときも、挨拶に応えている子がいます。スクールガードの方たちは、「子

供たちの挨拶が、活動の励みになっています」とおっしゃっていました。子供たちに「スク

ールガードさんにもあいさつをしようね」と声をかけていただけると幸いです。 

５月２５日には、運動会を予定しています。学校行事を通して、子供たちは、普段の学習

とは違った成長が見られます。競技を通して、高学年は運動会の係活動を通して、子供たち

の成長につながるように、練習や準備を進めていきたいと思います。長期予報では、５月は

例年に比べて気温が高い傾向にあると言われています。練習そして、運動会当日も熱中症に

は十分に気をつけていきたいと思います。 

 

≪５月以降の学校配付文書について≫ 

５月号より、学校からの定期的な文書は一人一台学習用端末に送信します。また、学校ホ

ームページにも掲載いたします。月末から月初めは、お子様の学習用端末をご確認ください。

その際、お子様の端末に保存されている画像や動画、検索履歴等を確認し、必要に応じて削

除するなどご指導をお願いします。掲載されているものをＳＮＳ等、インターネット上にア

ップロードすることがないよう重ねてお願いします。 

≪ＡＬＴ着任について≫ 

外国語指導助手（ＡＬＴ）としてウスクラ先生とベナ先生が着任しました。ウスクラ先生

は毎日、ベナ先生は月曜日の勤務となります。 

 

 



≪安心メール配信の登録について≫ 

安心メール配信の登録ありがとうございました。台風や急激な天候の変化、感染症に関す

ることなど、緊急時の際、保護者の皆様に連絡することがあります。学校からのテストメー

ルが受信できなかった方、登録したのにテストメールが受信できないという方は、４月８日

付「船橋市学校配信メール終了に伴う新メールサービスの登録について」と「八栄小学校安

心メール登録のお願い」をご確認の上、必ず登録をお願いいたします。 

≪学校における携帯電話の取扱い等について≫ 

１ 携帯電話は学校における教育活動に直接必要のないものであることから、児童の学校 

への持ち込みについては原則禁止としています。 

２ 登下校中など、携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合、その他やむを得ない

事情がある場合は、保護者から校長に対し携帯電話の学校への持ち込み許可申請をして 

いただきます。その際、持ち込みについての確認書の提出、または面談の実施を経て、  

例外的に持ち込みを認めています。なお、このような場合でも、所持する目的は防災・

防犯等であるため、以下の内容に従っていただきます。 

◎校内での使用は禁止する。 

  ◎登下校時も含め、携帯電話の紛失や損壊・破損について学校は一切責任を負わない。 

  ※その他、持ち込み条件の詳細については、問い合わせがあった際にお答えしますので、 

担任までお知らせください。 

≪学校における合理的配慮の提供について≫ 

平成２８年４月１日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行

により、「障害者に対して不当な差別的取扱いを行うこと」が禁止されると共に、国・   

地方公共団体（公立学校を含む）において、合理的配慮の提供が義務となっております。 

 学校においては、障害のある児童生徒が円滑に学校生活を送ることができるよう、個々

の教育的ニーズに応じた教育の充実に努めて参ります。 

 つきましては、「合理的配慮の提供」について、ご質問、ご要望がある場合は、学級担

任までご相談ください。 

≪部活動について≫ 
 日頃より本校の部活動にご理解、そしてご協力いただきありがとうございます。現在、サ

ッカー部、ソフトボール部、器学部が学校部活動として活動しておりますが、本校でも今後

は国や県・市の方針に準じて、学校部活動から地域クラブ（社会体育）への移行を検討して

いるところです。変更等が生じる際にはその都度、連絡させていただきます。 

≪業者による写真撮影について≫ 
 今年度より、運動会や校外学習などの学校行事の際、業者による写真撮影を行い、保護者

様へ販売することとなりました。詳細につきましては、業者からの案内の手紙でご確認くだ

さい。 

≪校内教育支援センターについて≫ 
 誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりの一環として、「校内教育支援センター」が今

年度より設置されました。児童が落ち着いた場所で、自分に合ったペースで学習・生活した

いときに利用できるようにしていきたいと考えております。子供たちの見守りや交流等を行

うスクールアシスタントの勤務は火・水・木の９：００～１３：４５の週３日となります。 

利用等についてご希望がある場合は、学級担任までご相談ください。 

≪留守番電話設定時間の変更について≫ 
 ４月２６日付「学校における留守番電話設定時間の変更について」でもお知らせしました

が、５月１日より留守番電話設定時間が変更となります。平日は午後 5時～翌午前 8時まで

留守番電話となります。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 


